
令和元年度〔第３四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
総務部

（注）※１、※２の説明

人事課 給与等システム改
修業務委託

給与等システム改修業
務

令和元年9月21日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 株式会社アイシーエス 28,160,000 当該事業者はシステムの全体の構成やプログラ
ム設計の内容、給与制度そのものについて熟知
しており、また、プログラムのベースとなっている
部分について著作権を有しているため。

2 3イ

税政課 滋賀県税務総合シ
ステムのWindows10
切り替え対応業務
委託

税務総合システムの
Windows10対応改修

令和元年10月23日 ～ 令 和 2 年 1 月 14 日 株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ

11,627,000 当該システムは、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
が、自ら所有権および著作権等を有するパッ
ケージソフトをカスタマイズして開発されたシステ
ムであり、ソフトウェアのベース部分の著作権等
（同社が従来から有していたものの著作権等）は
開発終了後も同社に属するという契約内容と
なっており、当該事業者以外がシステム改修等
を行うことはできないため。

2 3イ

税政課 滋賀県税務専用端
末のWindows10更
新対応業務委託

滋賀県税務専用端末OS
のWindows10更新業務

令和元年11月21日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 株式会社大塚商会京
都支店

6,872,800 税務専用端末は、賃貸借契約により株式会社
JECCが所有権および著作権等を有しているが、
本端末の設定や保守は株式会社大塚商会京都
支店に再委託されており、当該事業者以外では
動作保証を受けられないため。

2 3イ

市町振興課 住基ネット都道府県
サーバ集約センター
運用監視等業務委
託

住民基本台帳ネットワー
クシステムにおける都道
府県サーバ集約センター
に設置している滋賀県に
かかる機器および集約
ネットワークの運用およ
び監視に関する業務

平 成 31 年 4 月 1 日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 地方公共団体情報シ
ステム機構

8,229,127 都道府県サーバを集約するには、47都道府県が
同一の相手方と契約しなければならないため、
住基ネット推進協議会が選定した主体と契約す
る必要がある。
また、都道府県サーバの集約により、各都道府
県の本人確認情報が一か所で保管され、全国
サーバと同等の情報を保有することとなり、全国
サーバと同等のセキュリティ確保策が求められ
る。
従って、住民基本台帳法に基づく指定情報処理
機関として全国サーバを運営し、責任を負う立場
にあるとともに、安定的に住基ネットを運用してき
た（財）地方自治情報センターから全ての権利・
義務を継承した地方公共団体情報システム機構
以外に代替しうる団体等はないため。

2 3イ

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場
合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。
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市町振興課 しがＩＪＵ相談セン
ター運営業務委託

移住関連情報の展示お
よび移住相談業務

令和元年10月1日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 特定非営利活動法人
100万人のふるさと回
帰・循環運動推進・支
援センター

6,381,830 当該法人は当該相談センターを設置している施
設の管理者であり、事業の実施にあたり代替性
が無いため。

2 3ア

事業課 GⅢキリンカップ２０
１９場外発売事務委
託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務の委託

令和元年9月27日 ～ 令和元年10月2日 各ボートレース施行者 109,243,549 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、地方自治法に基づ
き、その施行者を契約の相手とするため。

2 2

事業課 レイクルびわこ開設
３周年記念　日本
トーター杯場外発売
事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務の委託

令和元年10月6日 ～ 令和元年10月10日 各ボートレース施行者 32,274,275 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、地方自治法に基づ
き、その施行者を契約の相手とするため。

2 2

事業課 東スポグループプレ
ゼンツ　ヘビー級王
決定戦　びわこラウ
ンド場外発売事務
委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務の委託

令和元年10月14日 ～ 令和元年10月17日 各ボートレース施行者 39,081,485 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、地方自治法に基づ
き、その施行者を契約の相手とするため。

2 2

事業課 びわこボートレース
通年イベント（後期）
等企画運営業務委
託

びわこボートレース通年
イベント（後期）等企画運
営業務

令和元年10月17日 ～ 令 和 2 年 3 月 31 日 株式会社弘報舘 6,725,000 当競走場における式典、イベント業務は、競走開
催に伴うものとして、来場促進や舟券の購入を
促進することを目的としており、ボートレースファ
ンにとって魅力のあるイベント、ファンサービス
は、これまでから同様の業務実績を有する者の
方が、優れた企画ができると考えられる。また、
通常よりも多数の来場者で非常に混雑すること
が見込まれる中で、円滑に進行し、事故等のな
いように業務を遂行しなければならない。よっ
て、仕様書の内容に沿った企画を行い運営する
能力を持つ事業者から提案を募集することが、
より参加者の満足度を高めながら安全に事業を
実施できると考えられ、プロポーザル方式により
最も優れた提案者と契約を締結するため。

2 4

事業課 第６回中日スポーツ
杯場外発売事務委
託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務の委託

令和元年10月21日 ～ 令和元年10月26日 各ボートレース施行者 44,296,249 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、地方自治法に基づ
き、その施行者を契約の相手とするため。

2 2

事業課 第２回ジャパンネッ
ト銀行賞場外発売
事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務の委託

令和元年10月30日 ～ 令和元年11月3日 各ボートレース施行者 17,369,103 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、地方自治法に基づ
き、その施行者を契約の相手とするため。

2 2

事業課 ルーキーシリーズ第
19戦　スカパー！・
JLC杯場外発売事
務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務の委託

令和元年11月7日 ～ 令和元年11月12日 各ボートレース施行者 62,416,767 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、地方自治法に基づ
き、その施行者を契約の相手とするため。

2 2
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事業課 つるやパン提供　第
４回みんな大好き！
サラダパン賞場外
発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務の委託

令和元年11月19日 ～ 令和元年11月24日 各ボートレース施行者 17,989,200 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、地方自治法に基づ
き、その施行者を契約の相手とするため。

2 2

事業課 びわこ企業賞場外
発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務の委託

令和元年12月6日 ～ 令和元年12月11日 各ボートレース施行者 27,503,744 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、地方自治法に基づ
き、その施行者を契約の相手とするため。

2 2

事業課 第３回西日本ス
ポーツ杯場外発売
事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務の委託

令和元年12月15日 ～ 令和元年12月20日 各ボートレース施行者 44,604,971 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、地方自治法に基づ
き、その施行者を契約の相手とするため。

2 2

事業課 日本モーターボート
選手会会長賞争奪
2019年末ファイナル
場外発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務の委託

令和元年12月26日 ～ 令和元年12月31日 各ボートレース施行者 26,608,156 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、地方自治法に基づ
き、その施行者を契約の相手とするため。

2 2


